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農業農村整備事業補助金等交付要領
（趣旨）

第１条 県の交付する土地改良事業（土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第２条第２項の事業をい

う。）、地籍調査事業（国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第２条第１項第３号の事業をいう。）

及びこれらの事業に関連して実施することを相当とする事務又は事業（以下「農業農村整備事業等」い

う。）の補助金又は負担金（以下「補助金等」という。）については、栃木県補助金等交付規則（昭和３

６年栃木県規則第３３号。以下「規則」という。）及び補助金等の名称等を定める告示（昭和４７年栃木

県告示第３５４号。以下「告示」という。）に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。

（交付の申請）

第２条 補助金等の交付を受けようとする者（以下「事業主体」という。）が規則第４条の規定により提出

する書類は、次の表に定めるところによる。

補 助 金 等 提 出 す べ き 様 式 部 申請書に添付すべ 様 式 部 提出期限

の 名 称 申請書の名称 数 き書類の名称 数

団体営土地改 団体営土地改良事業 規則の別記 ２ １ 事業計画書 別記様式 ２ 知事が別に

良事業補助金 （告示の農政部の部農 様式第１ 第１号 定める日

地整備課の款団体営土

地改良事業補助金の項 ２ 収支予算書 別記様式 ２

交付の対象である事務 第２号

又は事業の内容の欄の

各号の名称）補助金交 ３ 対象となる事 １

付申請書 業が工事の施行

である場合は実

農地防災事業 農地防災事業等（農業 施設計書

等補助金 用施設災害関連、老朽

ため池等整備、農業用 ４ 事業主体が法 別記様式 ２

河川工作物応急対策、 人でない場合は 第３号

たん水防除、特定農業 代表者届

用管水路等特別対策事

業（調査設計）又は農 ５ その他知事が

業用道路横断工作物緊 必要と認める書

急耐震対策、災害関連 類

農村生活環境施設復

旧、土地改良施設突発

事故復旧、震災対策農

業水利施設整備、農業

用ため池防災減災対策

推進、ため池整備）補

助金交付申請書

農業集落排水 農業集落排水事業補助

事業補助金 金交付申請書

中山間地域総 中山間地域総合整備事

合整備事業補 業補助金交付申請書

助金

農村総合整備 農村総合整備事業補助

事業補助金 金交付申請書
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補 助 金 等 提 出 す べ き 様 式 部 申請書に添付すべ 様 式 部 提出期限

の 名 称 申請書の名称 数 き書類の名称 数

地域用水環境 地域用水環境整備（小 規則の別記 ２ １ 事業計画書 別記様式 ２ 知事が別に

整備（小水力 水力発電整備）事業費 様式第１ 第１号の 定める日

発電整備）事 補助金交付申請書 １

業費補助金 ２ 収支予算書 別記様式 ２

第２号の

農地、農業用 農地、農業用施設災害 １

施設災害復旧 復旧事業補助金交付申 ３ 実施設計書 １

事業補助金 請書

４ 事業主体が法 別記様式 ２

人でない場合は 第３号

代表者届

５ その他知事が

必要と認める書

類

公害防除特別 公害防除特別土地改良 規則の別記 ２ １ 事業計画書 別記様式 ２ 知事が別に

土地改良事業 事業補助金交付申請書 様式第１ 第１号 定める日

補助金

２ 総合補助率算 別記様式 ２

定表 第１号の

２

３ 収支予算書 別記様式 ２

第２号

４ 対象となる事 １

業が工事の施行

である場合は実

施設計書

５ 事業主体が法 別記様式 ２

人でない場合は 第３号

代表者届

６ その他知事が

必要と認める書

類
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補 助 金 等 提 出 す べ き 様 式 部 申請書に添付す 様 式 部 提出期限

の 名 称 申請書の名称 数 べき書類の名称 数

農村振興総合 農村振興総合整備実施 規則の別記 １ 事業計画書 別記様式 ２ 知事が別に

整備実施計画 計画費補助金交付申請 様式第１ 第１号の 定める日

費補助金 書 ３

２ 収支予算書 別記様式 ２

第２号

３ 事業主体が法 別記様式 ２

人でない場合は 第３号

代表者届

４ その他知事が

必要と認める書

類

栃木県地籍調 栃木県地籍調査事業負 規則の別記 ２ １ 事業計画書 別記様式 ２ 知事が別に

査事業負担金 担金交付申請書 様式第１ 第１号の 定める日

４

２ 収支予算書 別記様式 ２

第２号の

２

３ 事業実施につ ２

いて事業主体の

決定があったこ

とを証する書面

経営体育成促 経営体育成促進換地等 規則の別記 ２ １ 事業計画書 別記様式 ２ 知事が別に

進換地等調整 調整事業補助金交付申 様式第１ 第１号 定める日

事業補助金 請書

２ 収支予算書 別記様式 ２

第２号

３ 事業主体が法 別記様式 ２

人でない場合は 第３号

代表者届

４ その他知事が

必要と認める書

類

２ 事業主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。

以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、

この限りでない。



- 4 -

（補助条件）

第３条 規則第６条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。

１ 農業農村整備事業等に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）又は事業内容の変更（軽微

な変更を除く。）をする場合においては、あらかじめ知事の承認を受けること。

２ 農業農村整備事業等を中止し、又は廃止する場合においてはあらかじめ知事の承認を受けること。

３ 農業農村整備事業等が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は農業農村整備事業等の遂行が

困難となった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。

（軽微な変更）

第４条 前条第１号に規定する軽微な変更とは、次の表に掲げる変更以外の変更とする。

補 助 金 等 の 名 称 変 更 事 項

団体営土地改良事業補助金 １ 地区及び事業主体を同一にする事業（調査設計事業を除く。）ごと

に次に掲げる変更

事業内容の変更

公害防除特別土地改良事業 ア 工種の新設、変更又は廃止

補助金 イ 工種ごとの事業量の３０パーセントを超える増減

２ 調査設計事業

農村総合整備事業補助金 事業主体ごとの補助金の額の増減

農地、農業用施設災害復旧 施行箇所ごとに次に掲げる変更

事業補助金 １ 経費の配分の変更

工種ごとの経費の額の３０パーセントを超える増減

２ 事業内容の変更

ア 工種（農地にあっては田、畑及びわさび田の区分、農業用

施設にあっては、ため池、頭首工、水路、揚水機、堤防、道

路、橋梁、農地保全施設及び防災ため池の区分をいう。）の

全部若しくは一部の変更又は廃止

イ 工種ごとの事業量の３０パーセントを超える増減

農地防災事業等補助金 地区及び事業主体を同一にする事業ごとに次に掲げる変更

工事内容の変更

１ 工種の新設、変更又は廃止

２ 工種ごとの事業量の３０パーセントを超える増減

農業集落排水事業補助金 地区及び事業主体を同一にする事業ごとに次に掲げる変更

事業内容の変更

中山間地域総合整備事業補 １ 事業種類の新設、変更又は廃止

助金 ２ 事業種類別の事業量の３０パーセントを超える増減

農村振興総合整備実施計画費 地区及び事業主体を同一にする事業ごとに次に掲げる変更

補助金 １ 経費の配分の変更

計画地域ごとに当該経費の３０パーセントを超える増減

２ 事業内容の変更

ア 計画地域の変更

イ 調査項目の変更又は廃止
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補 助 金 等 の 名 称 変 更 事 項

栃木県地籍調査事業負担金 調査地区及び事業主体を同一にする事業ごとに次に掲げる変更

１ 経費の配分の変更

直接経費及び附帯経費の相互間における経費の３０パーセン

ト（当該流用先の経費の３０パーセントに相当する額が３００

万円以下であるときは３００万円）を超える増減

２ 事業内容の変更

ア 換算した調査面積の３０パーセントを超える増減

イ 精度、縮尺及び測量方式の変更

地域用水環境整備（小水力発 地区及び事業主体を同一にする事業ごとに次に掲げる変更

電整備）事業費補助金 １ 経費の配分の変更

計画地域ごとに当該経費の３０パーセントを超える増減

２ 事業内容の変更

計画地域の変更

経営体育成促進換地等調整事 調査地域ごとに次に掲げる変更

業補助金 １ 経費の配分の変更

調査地域ごとに事業費の３０パーセントを超える増減

２ 事業内容の変更

ア 調査地域の変更

イ 調査項目の変更又は廃止

（変更等の承認）

第５条 第３条第１号の規定に基づき、知事の承認を受けようとする場合には、事業変更承認申請書（別記

様式第４号）に変更の内容及び理由を記載した書類を添付して正副２部を知事に提出しなければならない。

２ 第３条第２号の規定に基づき、知事の承認を受けようとする場合には、事業廃止（又は中止）承認申請

書（別記様式第５号）に廃止又は中止の理由を記載した書類を添付して正副２部を知事に提出しなければ

ならない。

（事業の着手）

第６条 規則第７条の規定により、補助金の交付決定の通知を受けた事業主体は、当該事業に着手し、又は

当該事業が完了した場合には事業着手（又は完了）届（別記様式第６号）を速やかに知事に提出しなけれ

ばならない。

（状況報告）

第７条 規則第１１条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。

提出すべき報告書の 様 式 部 報告書に添付す 様 式 部 提出期限

補 助 金 等 の 名 称 名称 数 べき書類の名称 数

団体営土地改良事業補 団体営土地改良事業 規則の １ １ 収支及び遂 別記様式 １ 別に定める

助金 （告示の農政部の部 別記様 行状況表 第７号 期日

農地整備課の款団体 式第２

営土地改良事業補助

金の項交付の対象で

ある事務又は事業の

内容欄の各号の名

称）状況報告書



- 6 -

提出すべき報告書の 様 式 部 報告書に添付す 様 式 部 提出期限

補 助 金 等 の 名 称 名称 数 べき書類の名称 数

農地防災事業等補助金 農地防災事業等（農 規則の １ 収支及び遂 別記様式 別に定める

業用施設災害関連、 別記様 行状況表 第７号 期日

老朽ため池等整備、 式第２

農業用河川工作物応

急対策、たん水防

除、特定農業用管水

路等特別対策事業

（調査設計）又は農

業用道路横断工作物

緊急耐震対策、災害

関連農村生活環境施

設復旧、土地改良施

設突発事故復旧、震

災対策農業水利施設

整備、農業用ため池

防災減災対策推進、

ため池整備）状況報

告書

公害防除特別土地改良 公害防除特別土地改

事業補助金 良事業補助金状況報

告書

農地、農業用施設災害 農地、農業用施設災

復旧事業補助金 害復旧事業補助金状

況報告書

農業集落排水事業補助 農業集落排水事業補

金 助金状況報告書

中山間地域総合整備事 中山間地域総合整備

業補助金 事業補助金状況報告

書

農村総合整備事業補助 農村総合整備事業補

金 助金状況報告書

農村振興総合整備実施 農村振興総合整備実

計画費補助金 施計画費補助金状況

報告書

地域用水環境整備（小 地域用水環境整備

水力発電整備）事業費 （小水力発電整備）

補助金 事業費補助金状況報

告書

経営体育成促進換地等 経営体育成促進換地

調整事業補助金 等調整事業補助金状

況報告書
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提出すべき報告書の 様 式 部 報告書に添付す 様 式 部 提出期限

補 助 金 等 の 名 称 名称 数 べき書類の名称 数

栃木県地籍調査事業負 栃木県地籍調査事業 規則の １ １ 収支及び遂 別記様式 １ 負担金の交

担金 負担金状況報告書 別記様 行状況表 第７号の 付の決定に

式第２ １ 係る年度の

12月31日現

在において

作成し、そ

の翌月の15

日まで

（実績報告）

第８条 規則第１３条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。

補 助 金 等 提 出 す べ き 様 式 部 報告書に添付す 様 式 部 提 出 期 限

の 名 称 報告書の名称 数 べき書類の名称 数

団体営土地 団体営土地改良事 規則の別 ２ １ 事業成績書 別記様式第１ ２ 事業完了の日か

改良事業補 業（告示の農政部 記様式第 号 ら３０日以内

助金 の部農地整備課の ２

款団体営土地改良 ２ 収支精算書 別記様式第８ ２

事業補助金の項交 号

付の対象である事 ３ 対象となる事 １

務又は事業の内容 業が工事の施行

の欄各号の名称） である場合は出

実績報告書 来形設計書

４ 補助金の振り 別記様式第９ ２

農地防災事 農地防災事業等 分け基準書 号

業等補助金 （農業用施設災害

関連、老朽ため池

等整備、農業用河 ５ 残材料調書 別記様式第10 ２

川工作物応急対 号

策、たん水防除、

特定農業用管水路 ６ 財産管理台帳 別記様式第11 ２

等特別対策事業 号

（調査設計）又は

農業用道路横断工 ７ 地区別検査調 別記様式第12 ２

作物緊急耐震対 書 号

策、災害関連農村

生活環境施設復 ８ その他知事が

旧、土地改良施設 必要と認める書

突発事故復旧、震 類

災対策農業水利施

設整備、農業用た

め池防災減災対策

推進、ため池整

備）実績報告書
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補 助 金 等 提 出 す べ き 様 式 部 報告書に添付す 様 式 部 提 出 期 限

の 名 称 報告書の名称 数 べき書類の名称 数

農業集落排 農業集落排水事業 規則の別 ２ １ 事業成績書 別記様式第１ ２ 事業完了の日か

水事業補助 補助金実績報告書 記様式第 号 ら３０日以内

金 ２

２ 収支精算書 別記様式第８ ２

中山間地域 中山間地域総合整 号

総合整備事 備事業補助金実績 ３ 対象となる事 １

業補助金 報告書 業が工事の施行

である場合は出

農村総合整 農村総合整備事業 来形設計書

備事業補助 補助金実績報告書

金 ４ 補助金の振り 別記様式第９ ２

分け基準書 号

地域用水環 地域用水環境整備

境整備（小 （小水力発電整

水力発電整 備）事業費補助金 ５ 残材料調書 別記様式第10 ２

備）事業費 実績報告書 号

補助金

６ 財産管理台帳 別記様式第11 ２

号

７ 地区別検査調 別記様式第12 ２

書 号

８ その他知事が

必要と認める書

類

農地、農業 農地、農業用施設 規則の別 ２ １ 事業成績書 別記様式第１ ２ 事業完了の日か

用施設災害 災害復旧事業補助 記様式第 号の１ ら３０日以内

復旧事業補 金実績報告書 ２

助金 ２ 収支精算書 別記様式第８ ２

号の１

３ 残材料調書 別記様式第10 ２

号

４ 取得財産調書 別記様式第11 ２

の１号

５ その他知事が

必要と認める書

類
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補 助 金 等 提 出 す べ き 様 式 部 報告書に添付す 様 式 部 提 出 期 限

の 名 称 報告書の名称 数 べき書類の名称 数

公害防除特 公害防除特別土地 規則の別 ２ １ 事業成績書 別記様式第１ ２ 事業完了の日か

別土地改良 改良事業補助金実 記様式第 号 ら３０日以内

事業補助金 績報告書 ２

２ 総合補助率算 別記様式第１ ２

定表 の２

３ 収支精算書 別記様式第８ ２

号

４ 対象となる事 １

業が工事の施行

である場合は出

来形設計書

５ 補助金の振り 別記様式第９ ２

分け基準書 号

６ 残材料調書 別記様式第10 ２

号

７ 財産管理台帳 別記様式第11 ２

号

８ 地区別検査調 別記様式第12 ２

書 号

９ その他知事が

必要と認める書

類

農村振興総 農村振興総合整備 規則の別 ２ １ 事業成績書 別記様式第１ ２ 事業完了の日か

合整備実施 実施計画費補助金 記様式第 号の３ ら３０日以内

計画費補助 実績報告書 ２

金 ２ 収支精算書 別記様式第８ ２

号

３ その他知事が

必要と認める書

類



- 10 -

補 助 金 等 提 出 す べ き 様 式 部 報告書に添付す 様 式 部 提 出 期 限

の 名 称 報告書の名称 数 べき書類の名称 数

栃木県地籍 栃木県地籍調査事 規則の別 ２ １ 事業成績書 別記様式第１ ２ 事業完了の日か

調査事業負 業負担金実績報告 記様式第 号の４ ら３０日又は当

担金 書 ２ 該事業年度の翌

２ 収支精算書 別記様式第８ ２ 年度の４月１０

号の２ 日のいずれか早

い日

３ 財産管理台帳 別記様式第11 ２

号

４ 国土調査法第 ２

１７条第１項の

規定に基づく公

告の写

経営体育成 経営体育成促進換 規則の別 ２ １ 事業成績書 別記様式第１ ２ 事業完了の日か

促進換地等 地等調整事業補助 記様式第 号 ら３０日又は当

調整事業補 金実績報告書 ２ 該事業年度の翌

助金 ２ 収支精算書 別記様式第８ ２ 年度の４月１０

号 日のいずれか早

い日、補助金の

３ 残材料調書 別記様式第10 ２ 全額が前払又は

号 概算払で交付さ

れた場合は、当

４ 財産管理台帳 別記様式第11 ２ 該事業年度の翌

号 年度の６月１０

日

５ 地区別検査調 別記様式第12 ２

書 号

６ その他知事が

必要と認める書

類

２ 第２条第２項ただし書により交付の申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、

当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して

報告しなければならない。

３ 第２条第２項ただし書により交付の申請をした事業主体は、第１項の実績報告書を提出した後において、

消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、

その金額（前項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を

別記様式第１３」号により速やかに正副２部を知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを

返還しなければならない。
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（補助金の請求）

第９条 規則第１８条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。

補助金等の 提 出 す べ き 様 式 部 請求書に添付すべき 様 式 部 提 出 期 限

名称 請求書の名称 数 書 類 の 名 称 数

団体営土地 団体営土地改良事 規則の別 ２ １ 交付決定通知 ２ 別に定める期日

改良事業補 業（告示の農政部 記様式第 書の写

助金 の部農地整備課の ４

款団体営土地改良 ２ 補助事業の検 ２

事業補助金の項交 査結果の通知書

付の対象である事 の写

務又は事業の内容

の欄の各号の名 ３ 収支精算書 別記様式第８ ２

称）交付請求書 号

農地防災事 農地防災事業等

業等補助金 （農業用施設災害

関連、老朽ため池

等整備、農業用河

川工作物応急対

策、たん水防除、

特定農業用管水路

等特別対策事業

（調査設計）又は

農業用道路横断工

作物緊急耐震対

策、災害関連農村

生活環境施設復

旧、土地改良施設

突発事故復旧、震

災対策農業水利施

設整備、農業用た

め池防災減災対策

推進、ため池整

備）交付請求書

公害防除特 公害防除特別土地

別土地改良 改良事業補助金交

事業補助金 付請求書

農業集落排 農業集落排水事業

水事業補助 補助金交付請求書

金

中山間地域 中山間地域総合整

総合整備事 備事業補助金交付

業補助金 請求書

農村総合整 農村整備事業補助

備事業補助 金交付請求書

金
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補助金等の 提 出 す べ き 様 式 部 請求書に添付すべき 様 式 部 提 出 期 限

名称 請求書の名称 数 書 類 の 名 称 数

農村振興総 農村振興総合整備 規則の別 ２ １ 交付決定通知 ２ 別に定める期日

合整備実施 実施計画費補助金 記様式第 書の写

計画費補助 交付請求書 ４

金 ２ 補助事業の検 ２

査結果の通知書

地域用水環 地域用水環境整備 の写

境整備（小 （小水力発電整

水力発電整 備）事業費補助金 ３ 収支精算書 別記様式第８ ２

備）事業費 交付請求書 号

補助金

経営体育成 経営体育成促進

促進換地等 換

調整事業補 地等調整事業補

助金 助

金交付請求書

農地、農業 農地、農業用施設 規則の別 ２ １ 交付決定通知 ２ 別に定める期日

用施設災害 災害復旧事業補助 記様式第 書の写

復旧事業補 金交付請求書 ４

助金 ２ 補助事業の検 ２

査結果の通知書

の写

３ 収支精算書 別記様式第８ ２

号の１

栃木県地籍 栃木県地籍調査事 規則の別 ２ １ 交付決定通知 ２ 別に定める期日

調査事業負 業負担金交付請求 記様式第 書の写

担金 書 ４

２ 補助事業の検 ２

査結果の通知書

の写

３ 収支精算書 別記様式第８ ２

号の２

（財産処分の制限期間等）

第10条 規則第２４条第１項ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、「農林畜水産業関係補助

金等交付規則（昭和３１年４月３０日農林省令第１８号）」及び「減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４１年大蔵省令第３７号）」に定める耐用年数に相当する期間とする。

２ 規則第２４条第１項第２号の規定による財産は、それぞれ１件の取得価格が５０万円を超えるものとす

る。

（書類の経由）

第11条 規則及びこの要領により知事に提出する書類は、所轄市町村を経由するものとする。
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附 則（昭和５２年８月１６日土改一第４３２号）

１ この要領は、昭和５２年度分の補助金から実施する。

２ 土地改良事業等補助金交付要領（昭和４７年１２月２０日付け土改号外栃木県農務部長通知。次項にお

いて「旧要領」という。）は廃止する。

３ この要領の実施前に旧要領に基づいてなされた申請、届等については、この要領の相当規定に基づいて

なされたものとみなす。

附 則（昭和５４年１月２３日土改第６１２号）

この要領は、昭和５３年度分の補助金から適用する。

附 則（昭和５４年９月１３日土改第２３１号）

この要領は、昭和５４年度分の補助金から適用する。

附 則（昭和５４年１０月９日土改第２６８号）

この要領は、昭和５４年度分の補助金から適用する。

附 則（平成元年４月１１日土改第１１号）

この要領は、平成元年度分の補助金から適用する。

附 則（平成３年８月１９日広農開第７０号）

この要領は、平成３年度分の補助金から適用する。

附 則（平成４年４月１７日農整第２２号）

この要領は、平成４年度分の補助金から適用する。

附 則（平成５年１１月１６日土改第５９１号）

この要領は、平成５年度分の補助金から適用する。

附 則（平成１０年６月１０日農整第５５０号）

この要領は、平成１０年度分の補助金から適用する。

附 則（平成１１年９月１日農整第４１７号）

この要領は、平成１１年度分の補助金から適用する。

附 則（平成１２年４月１日農計第１２４号）

この要領は、平成１２年度分の補助金から適用する。

附 則（平成１３年４月１日農振第８３号）

この要領は、平成１３年度分の補助金から適用する。

附 則（平成１４年４月１日農計第８３７号）

この要領は、平成１４年度分の補助金から適用する。

附 則（平成２１年３月１０日農振第８１５号）

この要領は、平成２０年度分の補助金から適用する。

附 則（平成２１年９月１８日農整第５３８号）

この要領は、平成２１年度分の補助金から適用する。

附 則（平成２３年１０月２８日農整第６００号）

この要領は、平成２３年度分の補助金から適用する。

附 則（平成２５年９月２６日農振第４４３号）

この要領は、平成２５年度分の補助金から適用する。

附 則（平成２８年４月１日農整第８１７号）

この要領は、平成２８年度分の補助金から適用する。

附 則（平成３１年４月１日農整第４３８号）

この要領は、平成３１年度分の補助金から適用する。


